
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

指

定

通

所

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

人

の

指

定

の

取

会

計

課

消

し

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

平成２９年１月１０日 第１１８５３号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

つ
ば
め
キ
ッ
ズ

広
江
教
室

２

所
在
地

倉
敷
市
広
江
二
丁
目
五

三
〇

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

Ｆ
ａ
ｐ
ｈ
株
式
会
社

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
酒
津
二
六
九
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
五
六
八

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ア
ダ
ー
ジ
ョ

２

所
在
地

倉
敷
市
東
富
井
八
〇
三

九

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ド
リ
ス
ピ
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２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
田
中
一
四
五

一
〇
一

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
五
七
六

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

お
ひ
さ
ま
津
山
沼
事
業
所

２

所
在
地

津
山
市
沼
四
五
〇
番
地

タ
ウ
ニ
ー
ハ
イ
ツ
Ｂ
棟
二
〇
一
号
室

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ミ
ツ
バ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
松
島
一
一
三
〇
番
地
の
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
三
〇
〇
一
三
七

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
い
ろ

２

所
在
地
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瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
五
四
一

八

－
二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
こ
す
も
す

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
中
区
四
御
神
一
二
九

六

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
一
二
〇
〇
〇
四
七

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

お
ひ
さ
ま

山
陽
事
業
所

２

所
在
地

赤
磐
市
山
陽
三
丁
目
二
番
九

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ア
ソ
シ
エ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
野
田
三
丁
目
一
三
番
三
七
号

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
一
三
〇
〇
〇
六
〇

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
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一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

旭
川
荘
真
庭
地
域
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら

２

所
在
地

真
庭
市
湯
原
温
泉
四
四
二

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
旭
川
荘

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
祇
園
八
六
六

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
一
四
〇
〇
〇
一
九

五

事
業
の
種
別

保
育
所
等
訪
問
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ピ
タ
ゴ
ラ
ス
放
課
後

真
庭

２

所
在
地

真
庭
市
久
世
二
六
六
九
番
地
四

名
越
旅
館
南
館

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
ピ
タ
ゴ
ラ
ス

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
久
世
二
六
六
九
番
地
四

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

四

事
業
所
番
号
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三
三
五
一
四
〇
〇
〇
二
七

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ス
ロ
ー
ス
マ
イ
ル

２

所
在
地

倉
敷
市
玉
島
三
〇
一
〇

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
健
康
福
祉
サ
ポ
ー
ト

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
東
区
西
大
寺
浜
六
〇
二

七

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
五
八
四

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

東
総
社
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
こ
に
こ

２

所
在
地

総
社
市
福
井
二
〇
八
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ト
レ
ジ
ャ
ー

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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倉
敷
市
浜
ノ
茶
屋
一

六

一
二

－
－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
八
〇
〇
一
三
六

五

事
業
の
種
別

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

お
ひ
さ
ま
Ｋ
ｉ
ｄ
ｓ
久
米
南
事
業
所

２

所
在
地

久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削
四
四
六

三

プ
レ
リ
ュ
ー
ド
久
米
南
Ａ
棟

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
有
城
五
三
二
番
地
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
三
八
〇
〇
〇
二
六

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

就
労
継
続
支
援
事
業
所
オ
ア
シ
ス

２

所
在
地

玉
野
市
宇
野
四
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

三
階

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
円
い
空

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
八
番
八
号

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
四
三
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ル
ネ
サ
ン
ス

２

所
在
地

玉
野
市
八
浜
町
八
浜
一
三
三
〇

二
〇

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称
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合
同
会
社
ル
ネ
サ
ン
ス
ケ
ア

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
八
浜
町
八
浜
一
二
三
七
番
地
一
九

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
四
〇
〇
二
四
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

重
度
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
な

２

所
在
地

美
作
市
入
田
三
九
一
番
地
一
尾
関
コ
ー
ポ
一
〇
三
号

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
ル
バ
ー
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
も
も

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
入
田
三
九
一
番
地
一
尾
関
コ
ー
ポ
一
〇
一
号

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
五
〇
〇
一
四
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
三
号

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
付
け
で
、
次
の
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

売

り

さ

ば

き

場

所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

岡
山
市
北
区
駅
元
町
二
三

岡
山
県
建
設
労
働
組
合

岡
山
市
北
区
駅
元
町
二
三

一
二

－
－

一
二

執
行
委
員
長

木
下

敏
彦
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〔
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
く
ら
し
き
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

齋
藤
武
次
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
中
島
七
六
〇
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岡
山
県
内
を
中
心
に
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
団
体
（
以
下
「
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
」
と
い
う

）
に
対
し
、
地
方
公
共
団
体
を
は
じ
め
各
種
団
体
と
の
相
互
の
連
携
・
協
働
関
係

。

の
創
出
を
図
り
な
が
ら
、
健
全
な
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
及
び
そ
の
職
員
等
関
係
者
の
資
質
の

向
上
と
安
定
的
な
雇
用
の
確
保
並
び
に
こ
れ
ら
の
支
援
を
行
う
こ
と
で
、
児
童
及
び
そ
の
家
族
の
豊

か
で
健
や
か
な
放
課
後
活
動
、
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ａ
ｎ
ｎ
ｅ
の
家

三

代
表
者
の
氏
名

松
本

芳
也

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
下
横
野
八
二
二
番
地
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
社
会
的
養
護
を
必
要
と
す
る
家
庭
に
恵
ま
れ
な
い
子
ど
も
達
に
対
し
て
、
こ
れ
に

代
わ
る
家
庭
を
与
え
親
と
し
て
の
愛
情
と
誠
意
を
も
っ
て
養
育
に
あ
た
り
、
教
育
と
技
能
の
習
得
の

機
会
を
与
え
る
事
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
社
会
で
の
里
親
制
度
の
理
解
増
進
な
ど
に
取
り
組

み
、
子
ど
も
達
が
健
や
か
に
成
長
し
自
立
す
る
権
利
を
保
証
す
る
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
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